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福山市テニス協会

公営コートでのテニススクール業務禁止について

（重い処分が課せられます）

広島県テニス協会及び行政よりの通達により、公営コートにおけ

る金銭授受がともなうテニス教室等の行為は 行政が主催する場合

を除き禁止され、福山市テニス協会も倫理違反行為として禁止して

おります。

これに違反する行為が認められた場合２００７年より、関与した

授受両者ともに協会登録を除籍する重い処分が行われますので

充分ご注意下さい。


